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第３〜５回 グループ会議で提案された意⾒のまとめ 
 

①「市⺠の定義」について 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★まちづくりの推進のためには、広義の

市民であるべき 

・「安城市に関わる人全体でまちづくりを

進めていこう」という理念だから、現行

のままで問題ない 

・勤労者、外国人も含めたみんなが共

存・共生していくためには、「広い意味

での市民」にすべき 

 

・市民の定義について、何か具体的な

弊害があったのか？外国人の子ども

への日本語教育だって税金を使っても

良い活動なのでは？ 

 

★「市民」と「住民」は使い分けてある 

・自治基本条例では、「市民」と「住民」を

明確に区別して使い分けています。 

〇現行規定している「住民」＝市民と市

民等とした場合の「市民」に該当 

〇現行規定している「市民」＝市民と市

民等とした場合の「市民等」に該当 

・これまでに決められた条例・規則・計

画・帳票などの「市民」を「市民等」に改

める必要が出てきます。 

・「安城さわやかマナーまちづくり条例

（素案）」では、自治基本条例で定める

「市民」より更に拡大した対象を「市民

等」としており、この対象者との区別が

できなくなります。 

★定義が曖昧。無理がある 

・市民の定義が非常に曖昧。 

・「市民」＝「住民」が一般的。「広義の市

民」とするのは無理があるのでは？ 

★「市民」と「住民」で線引きが必要 

・有権者にできること、住民にできるこ

と、市民に参加してもらうことや負担は

どこかで線を引かなければいけない 

・対等に共生する存在ならば、外国人等

も義務を果たすべき。（税の未払い等） 

・なしくずし的に権利や税金の使用枠が

広げられていく可能性がある。住民で

ないと利害が共有できない 

・外国人、プロ市民の意見が強くなった

ら心配 

・憲法や地方自治法では「住民自治」が

基本。「市民」という言葉は使われてい

ない。違法性があるのでは？ 

★「市民」と「市民等」に分ける 

・一人＝一市民だからこそ誇りや責任、

愛着を感じるもの。住民を「市民」、市

内で働く・学ぶ人、住民でない外国人

等を「市民等」として分けては？ 

★住民＋安城憲章を守る誓いをした人 

・「市民」とは、日本国国籍を有している

安城住民、または安城憲章を守る誓い

をした人（市内に住む者、市内で働く者

又は学ぶ者及び市内で事業又は活動

を行う者、法人その他の団体を含む）

で、かつ、地域役員と安城市住民３名

が市民として認めた人としては？ 

そのままでいい 
 

変えるべき 
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②「市⺠の権利」について 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「市⺠の責務」について 

 

 

 

 

 

 

 

★市民参加は提案権  

・市民参加は「提案権」であって、最後

は議会での議決が必要なのだから、

「参加する権利」は問題ない 

 

 

 

 

 

 

★「適切な」行政サービスを受ける権利 
・「市民は、適切な行政サービスを等し

く受けることができます」とあり、「適

切な」とは、「それぞれの市民に応じ

た行政サービス」ということを意味し

ており、住民と在勤市民全てが同じ

サービスが受けられるとはしていま

せん。「等しく」とは、「同じ条件の人

であれば、差別してはいけません」と

いう意味です。詳細は個別条例や規

則などを定めて運用されています。 

★参加する権利は決定権・参政権 

・「企画、立案、実施」への参加の権利

は「決定権」、「参政権」になるので

は？外国人や住民以外の人に認める

べきではないのではないか 

★住民の権利を守るべき 

・「市民」＝「住民」として、「住民の権利」

を守っていくべき 

★争いのもと 

・主張が強い外国人に権利を与えると

争いが生まれやすい 

★「等しく」行政サービスを受ける権利 

・行政サービスを受ける権利について

は、「等しく」という文言を削除して、

住民と広義の市民（市民等）で分ける

べき（「等しく」ではなく、市民等は行

政サービスの一部制限を受けるべ

き） 

そのままでいい 
 

変えるべき 

★「義務」でなく罰則規定がない「責務」 

・国民の責務と考えれば良いのでは？ 

・「義務」でなく、あくまで、「責務」。自治

基本条例には罰則規定はありません。

努力義務より緩やかな「責務」です。強

制的な条項ではなく自発的な市民の意

思を定める条項と判断します。 

★憲法以上の新たな責務は不要 

・勤労、納税、教育という憲法で定めら

れた「責務」があるのに新たに追加す

るのはおかしい 

★「市民」と「市民等」で分ける 

・第９条の主語は「市民及び市民等は」

に全て変更し、「市民等」の責務はもう

少し軽くしていただきたい 

そのままでいい 
 

変えるべき 
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④「議会」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★定めておくべき、問題ない 

・議員や議会はまちづくりに欠かせない

存在なので、書いておいた方がいい 

・当たり前だけど、しっかりやっていって

ほしいので、確認の意味でも必要 

・この条項自体が、制定過程で議会の

議決を経ているから問題ないのでは 

★議会基本条例ができたら・・・ 

・議会基本条例が施行された際には、

議会及び議員さんに関する条項は「議

会基本条例による」の１カ条に修正し

ても良いかも知れません。 

★市全体のことを考えてほしい 

・議員・議会には、安城市に関わる人

達、全体のことを考えてもらいたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

★議員の責務はそのままで良い 

・当たり前なのでこのままで良い。確認

の意味がある。追加も不要 

★余計なお世話 

・地方自治法で議会のあり方は決めら

れているのだから、ここで書く必要はな

い。屋上屋。余計なお世話 

 

 

 

★議会基本条例は危険 

・議会基本条例は危険 

 

 

 

★議会・議員は住民の代表 

・議員が「市民の代表」であるとか、議会

は「市民の意思を市政に反映」とある

が、議員というのは有権者の投票で選

ばれている公共性のある人。あくまで

「住民の代表」という立場 

★「開かれた議会」は問題 

・開かれた議会は危険。自由な討論に

縛りがかかる 

そのままでいい 
 

変えるべき 

★議員の責務に「研鑽内容の公開」 

・議員の責務 研鑽内容の公開 

・守るべきことを明文化することが大事 

追加 

 ★権利に対し、責務が弱すぎる  

・「市民の権利」と対であるのならば、責

務の部分がちょっと弱すぎるのでは？ 
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⑤「市政運営等」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥「条例の位置づけ」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★基本事項が定めてあれば良い 

・そのままで良い。とくに追加する項目

は無い 

・自治基本条例では市政運営の基本事

項のみを規定している。必要があれ

ば、個別条例、規則又は推進計画を制

定するのが良い。 

・「こども条例」や「文化芸術振興条例」、

「文化芸術振興基本計画」等は市政運

営の方向を明らかにするため、制定が

望まれます。 

・取り組み内容の開示までは不要 

★具体的に 

・具体例を書かないとわからない 

・具体的に困っていることがないなら、

「市政運営」の規定は要らない 

・言葉をわかりやすくするのは良いが、

読む人によっていろんな解釈ができて

しまわないように 

・子ども権利条約は非常に危険 

そのままでいい 
 

変えるべき 

★問題ない、法律違反ではない 

・事務局からの説明通りでいい。「最高

規範」という表現で問題ない。 

・「最高規範」は、法律違反ではない。条

例間の上下関係を規律するものになる

と違反になる。 

・お題目、スローガンみたいなものだか

ら言葉に拘らなくていい。 

★表現の検討 

・「最高規範」という意味が、憲法と法律

の関係を連想され、誤解を招く恐れが

あるというのであれば、「議会基本条

例（素案）」第９章補則（その他の条例

との関係）第２１条に準じた表現を検討

してみてはと思います。「・・・は、議会

に関する基本事項を定める条例であ

り、議会に関する他の条例、規則その

他の規定の制定又は改廃に・・・」 

★「最高規範」は誤解を生みやすい 

・他の条例に縛りをかけることは自治法

違反。条例は全て横並び。「最高」の位

置づけは変。 

・「最高規範」や「最大限に尊重し、整合

性を図る」は、上下関係を規律するよう

に類推させるので問題あるのでは？ 

・「最高規範」という表現を「いちばんたい

せつ」「すべてのよりどころになる」など

誰にでもわかる言葉に 

・項目として消すべき。特に２条。または

上限関係を規律するものでないと書く 

・「最高規範」は消し、「最大限に尊重」

は「配慮」に変更したい。義務規定でな

く努力規定に 

★本文または逐条解説を変えるべき 

・まずは逐条解説を変え、将来的には

本文を変えた方がいいかも？ 

そのままでいい 
 

変えるべき 

★自発的な取り組み内容の開示 

・職員の自発的な取り組み内容の開示 

追加 
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⑦「条例の⾒直し」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★そのままで良い！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・やり方によっては偏らない 

 

 

★改正について 

・改正の手続きの記載までは不要 

・「議会の過半数で決議」は、上位の法

律によって決められているのでこのま

までよい 

・自治基本条例も他の条例も同じ改正

手続きで何ら問題はないと思います。 

★検証会議のメンバー構成 

・検証会議のメンバー構成を見直すべき 

・「住民」自治が基本。検証会議の議長や

副議長は住民であるべき 

★見直しの方法 

・見直しにはより多くの市民の意見が必要 

・認知度を高めた上での見直しが必要 

・少数意見は無視されている 

・５０代の男性など働く世代の声が取り入

れられていないのではないか？幅広い

世代から構成し、半数は女性に 

・この検証会議が本当の見直しにつなが

るのか疑問。ポーズなのでは？ 

・市民参加の会議だけでは意見が片寄

る。意見をもらうなら無作為抽出のアン

ケートでいい 

・検証会議は法律的な根拠があるのか？

自治基本条例第２６条の位置づけは？ 

・改正の手続きを条例中に明記すべき 

 

★見直しの時期 

・「自治体の憲法」「最高規範」なら、５年で

見直しは軽すぎる？重くしなくて良いの

か？ 

 

そのままでいい 
 

変えるべき 
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⑧「条例の意義・効果」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★効果がある 

・地方自治法で補えないところを自治基

本条例で補っていこうということ、例え

ば協働や多文化共生といったことにど

う取り組んでいくかというところがこの

条例にはある。そういう意味でこの条

例は必要なものであると考えます。 

・自治基本条例を基に安城市市民参加

条例、安城市協働に関する指針がつく

られ、それを基に、安城市市民協働推

進条例、安城市市民協働推進計画、

安城市市民協働推進基金がつくられ、

基金を利用して「安城市市民活動補助

金」が実施されている。自治基本条例

によって、たくさんの効果があります。 

・じっさい具体的な弊害があるのか？ 

★担保として有効 

・目に見えた成果が仮にないとしても、

条例の存在は何かあった時のよりどこ

ろになる。存在そのものに意義がある 

・市の最高規範として市民の「行政と議

会に対する縛り（担保）」として有効に

働いている。市長が変わっても、議会

で条例を改正しない限りは担保される 

★市民主体のまちづくり推進に必要 

・自治の基本事項を定めている自治基

本条例には意義がある 

・まちづくりには協働が必要であり、市

民がまちづくりに参加するためにはこ

の条例が必要。今までは市役所がして

いたことを、市民が主体となってやる時

代に、この条例が必要。この条例はす

べての活動の位置づけとなるルール 

・押しつけとは感じない 

★悪影響 

・悪影響ばかり。制定後、交通事故や警

察・消防の出動が増えている。 

・少数意見は無視されている 

★効果が薄い響 

・８割以上がこの条例を知らない→効果が

少ない 

・手応えを感じた生活をしていない 

★条例をつくる必然性 

・自治基本条例は本当に市民に「必要」な

のか？ 

・この条例をつくる必要性が安城市にあっ

たのか？（新潟市は合併がきっかけ） 

・１７００の自治体のうちで、３０８しかつく

っていない。つくっていない所は市政が

できていないのか？つくってないから破

綻したという事例があるか？具体的に何

をするため、何を決めるための条例かが

わからない 

・低い認知度の中で決められたことに正

当性はあるのか？ 

・市民の意見を聞くのはいいが、条例まで

は要らないんじゃないか 

・この条例に抜けているのは「公共性」の

概念 

 

 

 

 

 

★理念の押し付け 

・「理念」を条例にする、法にするのは思

想の押し付けであり、全体主義思考であ

り危険。「市民」の考えは１つではない 

そのままでいい 
 

変えるべき 
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⑨「条例のわかりやすさと認知度の向上」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★条文はそのままでいい 

・難しい言葉ではあるがこのままで良い 

・条文はそのままでいいから、要約版を

つくったらいい 

★要約版、パンフレットで認知度向上 

・お年寄り向けパンフレットをつくる 

・子どもにもわかる、やさしいパンフレッ

トをつくる（刈谷市の事例あり） 

・中学生が理解できるように 

･すべてを平仮名で、柔らかい言葉で 

・具体例を書く 

・絵本、マンガ等で表現しても良い 

・よりわかりやすく、より簡略化して、理

念を明確に伝える 

★認知度向上のための取り組み 

・ボランティアの人が子どもに伝える 

・パンフレットを回覧板の表紙に載せて

１年間回覧 

・市の行事で紹介 

・先生、町内会会長への研修 

・ウェブ手段のＰＲを積極的に。 

・情報の伝達は「口コミ」に勝るものはあ

りません。若い人にとっては、ＳＮＳに

よる口コミ（シェア）です。通りいっぺん

の行政の情報をシェア（拡散）できるの

は市民です。 

↓ 

★認知度の目標値を定める 

・認知度の目標値が必要では？例えば

有権者の３割など。期間を定めるのが

いい 

★条文をわかりやすく変えた方がいい！ 

・わかりにくい 

・条文そのものをもっと短くしたほうがい

い。文字が多すぎる 

 

そのままでいい 
 

変えるべき 
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⑩「その他」 
★町内会やＮＰＯ等について 

・地域のコミュニティ活動の活性化は大事。ボランティアは大事。そういう力を活かすべき 

・町内会、ＮＰＯ法人をサポートして共存・共栄 

・町内会への援助を市として大きく。自由裁量権を持たせて、条例とは別枠で援助できるよう 

・交流センターの政治団体登録ＮＧは不公平では？ 

 

★市民憲章とのつながり 

・安城市民憲章を大切にする。自治基本条例の「まちづくりの木」程度は紹介しても良いのでは？ 

 

★住みやすいまちづくり 

・安城を本当に良くする仕組みづくりが大事 

・住みやすいまちづくりのための行政が基本 

 

以   上 


